
財産の交換、譲渡等に関する条例の一部を改正する条例 

財産の交換、譲渡等に関する条例（昭和３９年条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

第９条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、通勤の用に供する自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

２条第２項に規定する自動車のうち二輪のものを除く。以下同じ。）の駐車場使用に係

る使用料の納入については、規則で定める。   

   「 

共架電線その他上空に設ける線類の設置 長さ１メート

ルにつき１年 

  ５円 

地下に設ける電線その他の線類の設置   ３円 

                                         」 

 「 

共架電線その他上空に設ける線類の設置 
長さ１メート

ルにつき１年 

 ５円 

地下に設ける電線その他の線類の設置   ３円 

通勤の用に供する自動車の駐車場使用 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第３条第２項に規定する一般

職（以下「一般職」という。）の市職員

（岩沼市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例（平成２４年条例第２１号）

に規定する任期付職員（以下「任期付職

員」という。）及び市町村立学校職員給

与負担法（昭和２３年法律第１３５号）

第１条の規定により、都道府県が給与を

負担する職員を除く。）であって、常時

勤務を要するもの 

⑵ 任期付職員 

⑶ 地方公務員法第３条第３項に規定する

特別職の市職員であって、常時勤務を要 
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別表中 

を に 

議案第４２号 



するもの 

⑷ 週４日以上勤務する一般職の市職員で

あって、常時勤務を要しないもの 
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２５０円 

 

 

改める。 

附 則 

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、別表の改正規定（同表通勤の

用に供する自動車の駐車場使用の項第２号及び第４号に係る部分に限る。）は、令和７年

４月１日から施行する。 

  

 

」 


